
入 園 の し お り
つくし保育園

「つくし（土筆）」の園名について

「つくし」の花言葉は、「向上心」「努力」。1 日１㎝ほど伸びるスギナの生育スピードの速さ

に由来しています。

園名には子どもたちが自然の大地をしっかり踏みしめ、健やかに真っすぐ伸びてほしいと

の願いが込められています。しかも大地から筆のように伸びる「つくし」は賢さの象徴とも受

け取れることから「つくし保育園」の園名が誕生しています。

１、保育理念

理  念

子どもの最善の利益を追求

方  針

保育所保育指針に準じた保育を展開する中で、健やかな心身

（知・徳・体）の 発達に必要な習慣と態度を身につけさせていく。

目  標

つ  強くてかしこい子

く  工夫して楽しめる子

   し  自然と仲間が大好きな子

◎保育実践で大事にしていること

＊十分な戸外での遊び（はだしで）

＊土にこだわっての保育・・・どろんこ遊び、砂あそび、

花園づくり、野菜・お米作り（田植え、稲刈り、脱穀、精米、

おにぎりパーティー）等

＊自然と慣れ親しむ保育

＊絵や音楽、劇、言葉、身体での表現活動重視

＊リズム運動あそび

＊郷土の伝統、文化へ関心を深める保育



３．登 降 園 に つ い て

＊登園は午前９時３０分までに、お迎えは午後６時００分(短時間保育：午後４時３０分）

までにお願いします。原則、靴での登降園をお願いします。

  ＊登降園の際は園児の安全のため必ず、保護者が責任をもって玄関または保育室まで

付き添い、保育士へ引き渡してください。小学生や園児だけでの登降園は禁止です。

  ＊家族以外の人に送迎を依頼する時は保護者が園へ必ず連絡して下さい。連絡がない

場合は、事故防止のためお渡し出来ないことがあります。

  ＊暴風雨、その他の災害時には保育時間中でもお帰しすることがありますので園と連絡

をとって下さい。J-モバイル（緊急連絡メール）への登録をお願いしています。

   

                                                    

                                                                                                                             

台風時の登園（対応）について 次の場合は休園となります。

１． 公立の小学校が休校の場合   ２． 路線バスが運行休止の場合

  ３． 暴風警報が発令されている場合

★午前中に上記事項すべてが解消（解除）された場合

（開園時間は、解消（解除）されてから１時間後となります）

①．午前 ９時前に解消（解除） ・・通常通り（給食あり）

②．午前 ９時以降に解消（解除）・・給食なし（お弁当持参）

③．午前 １１時以降の解消（解除）・・家庭で食事を摂ってから登園

★午後 ３時以降に解消（解除）なった場合は、引き続き「休園」となりますので、

ご了承ください。

２、保 育 時 間

１）標準時間・延長保育時間（料金）

    月曜日～土曜日・・・７：００ ～ １８：００

    延長保育時間・・・・１８：０１ ～ １９：００

利用料・・・１回３００円／ 月額３，０００円

２）短時間・延長保育時間（料金）

    月曜日～土曜日・・・８：３０ ～ １６：３０

延長保育時間・・・・７：００ ～ ８：３０／１６：３１ ～ １８：００

利用料・・・１回３０分毎に１００円加算／１００円～３００円）

月額：午前／午後 各２，０００円

※午前・午後利用の場合４，０００円園へ利用申請書を提出してください。

※土曜日の 18：00～19：00 の延長保育はありません。

入園当初……新入園児は一週間をめどに慣らし保育となります。いきなりの集団生活や

新しい環境で心も体も負担が大きく、泣いて水分さえ受け付けない場合も

あります。体調を考え、無理のないように徐々に保育時間を延ばし集団生活

に慣れさせていきますのでご協力をよろしくお願いします。



４．服 装 に つ い て

＊動きが自由で活動しやすく汚れても気にならない服。

＊汗の吸収がいいものを着せジーパン等、体をしめつける服は避け、着替えは多めに

持たせて下さい。

＊パジャマはボタン式のものを持たせて下さい。

＊履物は靴を原則としています。（島ゾウリを持ってきてもらうことがあります。）

    

５． 持 ち 物 に つ い て（毎日持ってくるもの）

０歳児

キューピーぐみ

＊着替え（５組） ＊紙おむつ（１０枚） ＊連絡帳

＊汚れ物入れビニ－ル袋.（１枚） ＊ハンドタオル（2 枚）

＊フェイスタオル（２枚） ＊パンツ（１０枚）

１歳児

たんぽぽぐみ

＊着替え（5 組） ＊パンツ（５枚） ＊連絡帳

＊紙おむつ（２枚） ＊汚れ物入れビニ－ル袋.（１枚）

＊ハンドタオル（３枚） ＊フェイスタオル（2 枚）

２歳児

さくらんぼぐみ

＊着替え（5 組） ＊パンツ（５枚） ＊連絡帳

＊汚れ物入れビニ－ル袋.（１枚） ＊ハンドタオル（３枚）

＊フェイスタオル1 枚

☆後期よりコップ（きんちゃく袋に入れる）、パジャマも必要で

す。時期を見てお知らせします。

３歳児でいごぐみ

４歳児がじまるぐみ

５歳児ねんちょうぐみ

＊着替え(4 組) ＊連絡帳 ＊フェイスタオル1 枚 ＊パジャマ

＊汚れ物入れビニール袋 ＊ハンドタオル（2 枚）

＊歯磨きセット（きんちゃく袋にコップと歯ブラシ）

☆汚れ物入れ袋.は「ばってん結び(真結び)」練習のためU ﾊﾟｯｸが理想です。

☆持ち物にはすべて名前を記入してください。（貰い物なども同様です）

☆毎週金曜日には帽子を持ち帰り、洗濯をお願いします。

☆提出物・・・入園式のクラス懇談会でお知らせします。

６． 午 睡 に つ い て

  ＊毎日昼寝をします。パジャマを持たせて下さい。（０・１歳児はいりません）

   年長児は１月頃から午睡をなくしていき、就学に向けての準備に入ります。

  ＊お昼寝セットは各自で用意し持たせて下さい。

＊毎週月曜日に持参し金曜日には持ち帰りますので、洗濯をお願いします。



７． 連 絡 帳 に つ い て

０歳児 キューピーぐみ １歳児 たんぽぽぐみ ２歳児 さくらんぼぐみ

＊毎日持たせて下さい。

＊子ども達の家庭での状態をよく知りたいと思います。日記がわりに気軽な気持ちで

おたよりを下さい。ご覧になりましたらサインをお願いします。

＊連絡帳を利用して園との連絡を密にし、連携をはかりましょう。

＊前夜や前日に発熱や下痢その他身体に異常があった場合は、登園の際必ず口頭か

連絡帳を通して連絡して下さい。

  

３歳児 でいごぐみ ４歳児 がじまるぐみ

  ＊週１回のペースで子ども達の様子を記入し保護者の皆様にお渡しします。

その間の園の様子は親子の会話で確認してください。子ども達の“伝える力”も育てて

いきたいと考えています。子ども達との伝言（口頭連絡）も積極的に行っていきます。

ただし、報告事項等がある場合はその都度連絡いたします。

  ＊保護者の皆様には園児の週末の様子を連絡帳に記入してください。

＊前夜や前日に発熱や下痢その他身体に異常があった場合は、登園の際必ず口頭か連絡帳

で連絡して下さい。

５歳児 ねんちょう組

＊連絡帳はありません。園での様子については親子の会話で確認してください。

子ども達の伝える力も育てていきたいと考えています。子ども達との伝言（口頭連絡）

も積極的に行っていきます。ただし、報告事項等がある場合はその都度連絡いたします。

  ＊保護者の皆様には園児の週末の様子を連絡帳に記入してください。

＊前夜や前日に発熱や下痢その他身体に異常があった場合は、登園の際必ず口頭か連絡帳

で連絡して下さい。

８． 生 活 習 慣 に つ い  て

   ＊早寝、早起きの習慣をつけましょう。

   人間には生体リズムがあるようです。早寝、早起きの習慣をつけることは子供達の

心身の発達、とりわけ大脳の発達によいと言われています。また、早寝、早起きの子

は遊びや活動が活発です。その活発さが子ども達の心身の育ちには大切です。

＊朝食はきちんと食べて登園させましょう。 ＊大便は朝ですませる習慣をつけましょう。

＊爪を切る、洗面、お風呂等、「気持ちいい」という感覚を習慣づけましょう。

＊外から帰ったらうがいや手洗いの習慣をつけましょう。



９． 病 気 に つ い  て

＊保育園は集団生活の場であるため伝染病が流行しやすい環境です。保育園でも伝染病の

流行防止に努めていますが、伝染性のある病気に罹った時は、他のお子さんへの伝染や蔓延

を防ぐため、ご協力をお願い致します。

＊伝染病の病気に罹った時は園にも連絡し、完治するまで園を休ませて下さい。治癒後の

登園については、主治医の診断を受けた時に相談してきて下さい。集団生活で伝染病が集団

発生しやすいこと、低年齢で感染に弱く重症化しやすいというお子さんの年齢的な特徴を

ご理解の上、ご協力をお願い致します。

＊保育園での発熱（38 度以上）や急激な腹痛、身体の異常が見つかった場合等は連絡を

とり、お迎えをお願いします。全身症状を見て、熱が高くなくても連絡する場合があります

のでご了承下さい。持病のあるお子さんは必ず入園の際に園にお知らせ下さい(アレルギー、

けいれん、心臓病、ぜんそく・・・等)

＊登園してはいけない病気

  学校伝染病として定められている病気に罹った場合は、その流行を防ぐため、嘱託医

や主治医などの指示に従うよう保護者へ協力を求めることになっています。治癒後の登園

については、学校保健法による伝染病予防対策（保育園にも準用）で定められている出席

停止期間を基本に主治医や嘱託医などの意見を踏まえて、患児に登園停止という予防措置

で伝染の蔓延を防ぐ措置をとります。保育園を休むことになりますが、病気はお子さんに

とってつらいものです。他の子にうつすからだけではなく、お子さんの身体のためにも

十分休ませてあげて下さい。※学校伝染病の出席停止期間の基準表は別紙参照

＊お薬について

☆お子さんの薬は、本来は保護者が飲ませることが望ましいですが、止むを得ない理由が

あり主治医が園での服用が必要と指示したとき、保護者からの依頼を受けて薬を飲ませ

ています。（医師が処方したもの）ご理解の上、ご協力の程をよろしくお願い致します。

◆薬を持参されるときに必要なもの

① 予約連絡票・・・用紙は保育園にあります。必要事項を記入し提出してください。

② １回分の薬・・・お薬の容器や粉薬の袋などにしっかりとお子さんの名前を記入し一回分

のみ持たせてください。お子さんを診察した医師が処方し調剤したもの、或いはその医師

の処方によって薬局で調剤したものに限ります。

③ 薬剤情報提供書・・・薬局からもらった薬剤情報提供書は毎回提出してください。

※①②③をセットにして、必ず職員へ手渡してください。



◆預かる事ができない薬

×市販薬、座薬  ×頓服（解熱剤、痛み止め下痢止め等、症状により服用する薬）

×処方日数を過ぎている薬  ×薬の名前がわからないもの  ×吸入

×保護者の個人的な判断で持参した薬  ×１回分に分けていない薬（シロップ薬など）

＊慢性の病気（気管支喘息・てんかん・糖尿病・アトピー性皮膚炎などのように経過が長引く

ような病気）の日常における投薬や処置については、子どもの主治医または嘱託医の指示書に

従うとともに、相互の連携のもと対応します。主治医等の指示書の提出が必要です。

＊主治医の診察を受けるときは、お子さんが朝から夕方まで保育園に在園し、保育園では原則

として薬の使用ができないことをお伝えし薬の相談をしてみて下さい。(保護者が投薬可能な、

朝と夕方のみの薬もあるようです。)

予防接種について

＊予防接種直後の園児の受入れはお子さんの急な体調の変化も予想されますので、家庭で

安静にしていただきますようお願いします。

主に利用している病院リスト

・ケガや病気の際に、緊急にお子さんを病院へ連れて行く時は主に次の病院を利用します。

不都合がある場合は、園児緊急連絡票に記載し担任にお伝え下さい。

・救急車を要請するような重症の事故等の場合は、救急病院等になります。主治医とお薬に

対するアレルギー等は必ず緊急連絡票に記入して下さい。

病院リスト

病 院 名 電 話 番 号 住  所 備  考

石川医院 ９６４－３０４９ うるま市石川2-21-5 内科処置等

よしクリニック ９８２－５３５３ うるま市石川曙3-2-10 外科処置

山田小児科内科医院 ９６５－３５７７ うるま市石川東山1-19-11 内科処置等

みのり内科クリニック ９６５－７７７０ うるま市石川2408 内科処置等

安里整形外科 ９８２－５６２１ うるま市石川1-16-16 外科処置

宮里眼科) ９６５－２５３６ うるま市石川東山1-22-2 眼科処置

のは歯科クリニック ９６５－１８６２ うるま市石川白浜1-2-3 歯科処置

よざ耳鼻咽喉科 ９６４－４１３３ うるま市石川2381-1 耳鼻科処置

中頭病院 ９３９－１３００ 沖縄市知花723 精密検査処置 他

ちばなクリニック ９３９－１３０１ 沖縄市知花 2-25-15 精密検査処置 他

中部徳州会病院 ９３７－１１１０ 沖縄市照屋3-20-1 時間外診療時他



１０． 苦 情 申 出 窓 口 に つ い て

＊当園では、利用者からの苦情に適切に対応する為に、苦情申出の窓口を設けています。

当園における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員は下記の通りです。

なお、苦情受付は受付担当者や責任者以外の職員でも承りますので、いつでも遠慮なく

お申し付け下さい。（園の門を入ってすぐの外壁に意見箱を設置しています。）

▽ 苦情解決責任者 久高 唯徳（園長） ９６３－０１２５

▽ 苦情受付担当者 横田 絵美（主任保育士） ９６３－０１２５

▽ 第 三 者 委 員 石川 正一 ９６４－２０８３

▽ 第 三 者 委 員 久高 常雄 ９６５－３２９０

＊苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。なお、担当者と

責任者の段階でも納得いかない方は、当園と第三者の関係にあります「第三者委員」に

ご相談ください。

＊沖縄県「運営適正化委員会」の紹介

  当園で解決できない苦情は、沖縄県社会福祉協議会に設置された沖縄県福祉サービス

運営適正化委員会に申し立てることができます。

   住 所：那覇市首里石嶺町４－３７３－１

連絡先：TEL ０９８－８８２－５７０４ ／ FAX ０９８－８８２－５７１４

１１．保 護 者 会 に つ い て

＊入園と同時につくし保育園保護者会への加入となります。会則に従って諸行事には

積極的な参加をお願いします。入園・進級式、卒園・修了式に保護者総会を行っています。

保護者会費の徴収があります。この会費はクリスマス、卒園・修了時のプレゼント等に

使用されます。（保護者会費１か月３００円×１２か月＝３６００円）

１２．個 人 情 報 の 取 り 扱 い に つ い て

当園の個人情報（保育園児と園児の保護者・保育園利用者を特定することのできる情報）

の取り扱いについて明示しますので、ご理解とご協力をお願いします。なお、都合のある

方は園に申し出て下さい。

〇利用目的

当園では、園児に対する日々の保育、健康管理、必要時の連絡の為、保育園の円滑な運営

に必要な範囲の目的のために使用します。

個人情報項目：  氏名・生年月日・写真・その他

情 報 開 示：    園だより・絵画等出品・名札着用・デジカメ写真掲示・

ホームページ・関係団体のイベント等への出品。等



〇情報の保管

当園では取得した個人情報は、第三者によって不当に扱われることがないように適切に

管理いたします。第三者への個人情報の開示は原則としてしません。但し、下記の場合は

開示する場合があります。

・保護者の承諾のある場合  ・法令により開示を求められた場合

・保育園の嘱託医等、その他保育園運営に必要な業務委託先に個人情報を提供する場合

・人命保護のため必要と認められる場合

〇個人情報利用の制限

当園では、園児・園児の保護者・園利用者の個人情報について、訂正・追加・利用停止を

求める権利を有していることを確認し、申し出があった場合は速やかに対応します。但し、

当園の福祉に反する場合、法令に反する場合、保育園の運営に支障を起こす場合は除きま

す。

１３．そ の 他

＊休園させる時は理由、日数等をお知らせください。（例）発熱・体調不良・用心・

病院受診・私用 等。

＊住所、勤務先、家族構成等に変更があった時は連絡をお願いします。

＊お菓子、おもちゃ、不必要なお金等は持たせないで下さい。集団生活の特徴をよくご理解

の上、ご協力をお願いします。

＊その他、園への希望や要望がありましたら遠慮なくお申し付けください。

＊新入園児は、はじめての園生活で緊張と不安でいっぱいです。しばらくは、ちょっとした

事で泣いたり甘えてきたり、食欲が無くなったり、おねしょをしたり、夜泣きなど、心身に

変化が出るお子さんもいます。家族でお子さんの気持ちをよく受けとめ接してあげて下さい。

慣れるまでに個人差がありますので、あせらずにゆとりを持って関わってあげながらスムー

ズな園生活が送れるように安心感を持たせて上げてください。

つくし保育園ホームページ

アドレス http://www.tukusi-hoiku.com/

パスワード  0634 ※【保護者の皆様へ】のアクセスはパスワードの入力が必要です。

  ※このパスワードは変わることがあります。変更の際はその都度お知らせいたします。


